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日曜開庁

引越れんらく帳

引っ越し関連情報
区役所窓口の日曜開庁と受付時間延長

各区市民保険年金課・市税事務所　　086-803-1000（代表電話から各区役所へおつなぎします）
区政推進課　　086-803-1033

　3月下旬～4月上旬は、窓口が大変混雑します。市では、各区役所窓口の日曜開庁や窓口時間を
延長します。転入・転出・転居の届け出は、日曜または平日夕方が比較的すいているため、オス
スメです！
　また特に混雑する北区役所は、待ち時間を短縮できる窓口予約もできるようになりました。

上記時間帯に可能な手続き
▶転入・転出・転居など住民異動の受付　▶住民票の写し、戸籍全部事項証明書などの証明書の発行
▶印鑑登録と印鑑登録証明書の発行　　　▶住民異動に伴う児童手当・子ども医療・後期高齢者の手続き
▶住民異動に伴う国民健康保険・国民年金の加入および脱退の手続き（相談などは除く）
▶住民異動に伴うマイナンバーカードの手続き

※平日（日中）の転入・転出・転居の届け出は、区役所だけでなく、 各支所・地域センター・市民サービスセンター
　でも手続きできます。
※HPから、各区役所の呼び出し状況を確認できます。また、混雑予測カレンダーも公開しています。
※一部証明書は、天満屋地下街市民サービスコーナー（3月29日㈰・4月5日㈰を除く）やコンビニ交付サービスで
　土・日曜にも取得できます。
　コンビニ交付サービスは窓口よりも手数料が安くなり、おトクです！ ぜひこの機会にご利用ください。

▶手続きできる最寄りの支所・地域センターなどへの経路や、各区役所窓口の
　待ち状況がスマホで確認できます。

窓口予約

日付 時間
場所

北区
市民保険年金課

中・東・南区
市民保険年金課

日曜開庁

窓口時間延長

オススメ3月22日㈰　

3月29日㈰　

8時30分～12時
8時30分～12時
12時～17時15分

8時30分～17時15分

17時15分～19時

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
×
×
○
○
○
○

4月5日㈰
3月23日㈪～3月27日㈮
3月30日㈪・31日㈫
4月1日㈬～4月3日㈮
4月6日㈪

こちらから

転出届をオンラインで！
　電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人で、国内での引っ越しをする人は、オンラインで転
出の届け出ができます。単身での引っ越しのほか、同一世帯員の引っ越しでも利用できます。

新しいサービス「引越れんらく帳」がはじまります！
　3月2日からはじまる「引越れんらく帳」では、市で使用する水道・電気、その他生活関連サービスの手続
きを一括して申請できるようになります。ぜひ、ご利用ください。

岡山市の公式　　  で
受付窓口や区役所の待ち状況が分かる！
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市県民税の所得（課税）証明発行

各種税金・料金収納

水道の使用開始・中止の臨時電話受付

原動機付自転車・軽自動車などの手続き

※市税事務所では、所得（課税）証明の発行業務のみを行います。
※転出届出前であれば、所得（課税）証明は、マイナンバーカードを使ってコンビニで取得できます。
（令和7年度課税分で、岡山市に課税資料がある人のみ）

※通常の窓口業務は行いません。
※水道局アプリやHPでは24時間手続きできます。水道局アプリは本紙挟み込みをご確認ください。

日付

日程

手続き場所車種区分

連絡項目

時間 場所
窓口時間延長 3月30日㈪・31日㈫

3月20日㈷・21日㈯・22日㈰・28日㈯・29日㈰の各日8時30分～17時15分
①水道番号（住所・建物名・部屋番号・氏名）　②使用開始日・中止日　
③引っ越し先住所　④連絡先

17時15分～19時 収納課、料金課

日付 時間 場所
窓口時間延長 3月30日㈪・31日㈫ 17時15分～19時 北・中・東・南区市税事務所

水道局電話受付センター　　086-234-5959

環境事業課　　086-803-1297・1298

各区市税事務所　北区　086-803-1175　中区　086-901-1608　東区　086-944-5010　南区　086-902-3510

①収集を申し込む（有料） ②施設に直接持ち込む（無料）
　この時期は混み合いますので、余裕を持って申し込みください。
※粗大ごみは、ごみステーションには出さないでください。

ごみではなくリユース（再利用）！
　リユース品を手軽に譲り合えるジ
モティーやおいくらなどのウェブサ
ービスを利用してみませんか？

粗大ごみ受付センター　　086-227-5300
インターネットでも受付可

原動機付自転車　※125cc以下
小型特殊自動車 各区市税事務所・支所・地域センター

岡山県自動車整備商工組合（北区富吉）
　050-5540-2072

中国運輸局岡山運輸支局（北区富吉）　　
　050-5540-2072

軽自動車検査協会岡山事務所（北区久米）　
　050-3816-3084

バイク（二輪車）
※125cc超250cc以下

バイク（二輪車）
※250cc超

軽自動車（三輪・四輪車）
被けん引自動車

引っ越しで出た粗大ごみの出し方

申込先

おいくらジモティー

　原動機付自転車や軽自動車など
の軽自動車税は、毎年4月1日現在
の所有者に課税されます。所有者
が変わった場合や車両がない場合
などは4月1日までに各窓口での手
続きが必要です。4月2日以降に手
続きした場合、1年分の軽自動車
税が課税され、月割での返金はあ
りません。
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